
すけとうだら⽇本海北部系群の資源再建計画の検証について
（資料４）

 すけとうだら日本海北部系群については、令和２年度の資源評価において、親魚量が限界管理基準

値を下回る状態にあると判断されたことから、令和３年（2022年）に資源再建計画を策定した。

 現行の措置は、以下のとおり。

① 親魚量が令和13年（2031年）に50％以上の確率で暫定目標管理基準値を上回る措置として、

資源管理基本方針別紙２ー９に規定されている漁獲シナリオに基づいて管理を行う。

② 本資源の漁獲の大部分を占める北海道において、資源管理協定（海洋水産資源開発促進法）

に基づく、小型魚の漁獲抑制に取り組む。

③ すけとうだら日本海北部系群が分布する各地域、沖合底びき網漁業の資源管理計画または資

源管理協定（漁業法）に基づく資源管理措置に取り組む。

④ 北海道でのすけとうだら日本海北部系群資源管理漁業者協議会において、資源管理の取組状

況や資源状況の情報・課題等を関係者間で共有し、資源管理の取組みを効果的に推進する。

 計画策定後、少なくとも２年ごとに資源評価に基づき達成状況の検証を行うこととしている。
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令和５年度資源評価結果

 最新の資源評価の結果、以下の結果が示された。

 現行の資源再建計画の措置を継続することで、令和13年（2031年）に50％以上の確率で暫定

管理基準値を上回る。

 直近年の親魚量（10.8万トン）は、禁漁水準（2.5万トン）を上回っているものの、暫定管理基準値

（17.9万トン）を下回っている。

 以上を踏まえ、現行の資源再建計画の措置を継続することが妥当と考えられる。

※令和６年４月以降、資源管理基本方針（資源再建計画）を変更し、「資源管理計画」の
記述を削除する


